
令和６年８月現在 

個人情報ファイル簿（単票） 

1-3-1 

個人情報ファイルの名称 
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給台

帳 

行政機関等の名称 多治見市長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

企画部企画防災課 

個人情報ファイルの利用目的 
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給の

ため 

記録項目 

１氏名（申請者・世帯員）、２性別（申請者・世帯

員）、３住所（申請者・世帯員）、４生年月日（申請

者・世帯員）、５続柄（申請者・世帯員）、６支給区

分（申請者・世帯員）、７送付先、８振込口座、９電

話番号 

記録範囲 
基準日（令和４年９月30日）において多治見市に住民

登録のある者 

記録情報の収集方法 
職権調査による市民課などからの情報や本人から提出

される申請書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）多治見市企画部企画防災課 

（所在地）〒507-8703 

     岐阜県多治見市日ノ出町２丁目15番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 



令和６年８月現在 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） ☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

 

行政機関等匿名加工情報の概
要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

 

備   考 ― 

 

  



令和６年８月現在 

個人情報ファイル簿（単票） 

1-3-2 

個人情報ファイルの名称 新生児特別定額給付金支給台帳 

行政機関等の名称 多治見市長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

企画部企画防災課 

個人情報ファイルの利用目的 新生児特別定額給付金支給のため 

記録項目 

１児童氏名、２児童住所、３児童の世帯主、４児童生

年月日、５給付対象者氏名、６給付対象者住所、７給

付対象者振込口座、８給付金支給日 

記録範囲 

令和２年４月28日から令和５年４月１日までの間に出

生し基準日時点において多治見市に住民登録のある新

生児および給付対象者 

記録情報の収集方法 
職権調査による市民課、保険年金課などからの情報や

本人から提出される申請書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）多治見市企画部企画防災課 

（所在地）〒507-8703 

     岐阜県多治見市日ノ出町２丁目15番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 



令和６年８月現在 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） ☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

 

行政機関等匿名加工情報の概
要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

 

備   考 ― 

 

  



令和６年８月現在 

個人情報ファイル簿（単票） 

1-3-3 

個人情報ファイルの名称 特別定額給付金支給台帳 

行政機関等の名称 多治見市長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

企画部企画防災課 

個人情報ファイルの利用目的 特別定額給付金支給のため 

記録項目 

１氏名（申請者・世帯員）、２性別（申請者・世帯

員）、３住所（申請者・世帯員）、４生年月日（申請

者・世帯員）、５続柄（申請者・世帯員）、６支給区

分（申請者・世帯員）、７送付先、８振込口座、９電

話番号 

記録範囲 
基準日（令和２年４月27日）において多治見市に住民

登録のある者 

記録情報の収集方法 
職権調査による市民課などからの情報や本人から提出

される申請書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）多治見市企画部企画防災課 

（所在地）〒507-8703 

     岐阜県多治見市日ノ出町２丁目15番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 



令和６年８月現在 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） ☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

 

行政機関等匿名加工情報の概
要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

 

備   考 ― 

 

  



令和６年８月現在 

個人情報ファイル簿（単票） 

1-3-4 

個人情報ファイルの名称 避難行動要支援者台帳 

行政機関等の名称 多治見市長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

企画部企画防災課 

個人情報ファイルの利用目的 
災害対策基本法（昭和36年法律第223号）に基づく避難

行動要支援者の避難支援 

記録項目 

１氏名、２住所、３生年月日、４性別、５電話番号、

６要介護認定区分、７要支援認定区分、８障害の種別

（視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、心臓機能障害、

じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう又は直腸

の機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウイルスに

よる免疫機能障害、肝臓機能障害）及び等級、９療育

手帳交付情報、10障害等級１級又は２級の精神障害者

保健福祉手帳交付情報、11医療受給者証交付情報 

記録範囲 

多治見市に住民登録のある者のうち、上記記録項目に

該当する者及びこれに類する特別の事情を有する者で

あって市長が認定したもの 

記録情報の収集方法 職権による調査 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 含む 

記録情報の経常的提供先 

多治見市の消防機関、多治見市の区域を管轄する警察

署、民生委員、自治組織その他の避難支援等の実施に

携わる関係者 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 （名 称）多治見市企画部企画防災課 



令和６年８月現在 

（所在地）〒507-8703 

     岐阜県多治見市日ノ出町２丁目15番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） ☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

 

行政機関等匿名加工情報の概
要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

 

備   考 ― 

 

  



令和６年８月現在 

個人情報ファイル簿（単票） 

1-3-5 

個人情報ファイルの名称 住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給台帳 

行政機関等の名称 多治見市長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

企画部企画防災課 

個人情報ファイルの利用目的 住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給のため 

記録項目 

１氏名（申請者・世帯員）、２性別（申請者・世帯

員）、３住所（申請者・世帯員）、４生年月日（申請

者・世帯員）、５続柄（申請者・世帯員）、６支給区

分（申請者・世帯員）、７送付先、８振込口座、９電

話番号 

記録範囲 
基準日（令和３年12月10日および令和４年６月１日時

点）において多治見市に住民登録のある者 

記録情報の収集方法 
職権調査による市民課などからの情報や本人から提出

される申請書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）多治見市企画部企画防災課 

（所在地）〒507-8703 

     岐阜県多治見市日ノ出町２丁目15番地 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 



令和６年８月現在 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） ☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

 

行政機関等匿名加工情報の概
要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

 

備   考 ― 

 

  



令和６年８月現在 

個人情報ファイル簿（単票） 

1-3-6 

個人情報ファイルの名称 住民税非課税世帯支援給付金支給台帳 

行政機関等の名称 多治見市長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

企画部企画防災課 

個人情報ファイルの利用目的 住民税非課税世帯支援給付金支給のため 

記録項目 

１氏名（申請者・世帯員）、２性別（申請者・世帯

員）、３住所（申請者・世帯員）、４生年月日（申請

者・世帯員）、５続柄（申請者・世帯員）、６支給区

分（申請者・世帯員）、７送付先、８振込口座、９電

話番号 

記録範囲 
基準日（令和５年６月１日時点）において多治見市に

住民登録のある者 

記録情報の収集方法 
職権調査による市民課などからの情報や本人から提出

される申請書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 無 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）多治見市企画部企画防災課 

（所在地）〒507-8703 

     岐阜県多治見市日ノ出町２丁目15番地 



令和６年８月現在 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） ☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

 

行政機関等匿名加工情報の概
要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

 

備   考 ― 

 

  



令和６年８月現在 

個人情報ファイル簿（単票） 

1-3-7 

個人情報ファイルの名称 物価高騰対策給付金支給台帳 

行政機関等の名称 多治見市長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

企画部企画防災課 

個人情報ファイルの利用目的 物価高騰対策給付金支給のため 

記録項目 

１氏名（申請者・世帯員）、２性別（申請者・世帯

員）、３住所（申請者・世帯員）、４生年月日（申請

者・世帯員）、５続柄（申請者・世帯員）、６世帯番

号、７申告の有無、８均等割区分、９市民税均等割

額、10支給区分（申請者・世帯員）、11送付先、12振

込口座、13電話番号 

記録範囲 
基準日（令和５年12月１日時点）において多治見市に

住民登録のある者 

記録情報の収集方法 
職権調査による市民課などからの情報や本人から提出

される申請書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 無 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）多治見市企画部企画防災課 

（所在地）〒507-8703 

     岐阜県多治見市日ノ出町２丁目15番地 



令和６年８月現在 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） ☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

 

行政機関等匿名加工情報の概
要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

 

備   考 ― 

 

  



令和６年８月現在 

個人情報ファイル簿（単票） 

1-3-8 

個人情報ファイルの名称 物価高騰対策生活支援事業（ギフトカード）支給台帳 

行政機関等の名称 多治見市長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

企画部企画防災課 

個人情報ファイルの利用目的 
物価高騰対策生活支援事業（ギフトカード）支給のた

め 

記録項目 

１氏名（申請者・世帯員）、２性別（申請者・世帯

員）、３住所（申請者・世帯員）、４生年月日（申請

者・世帯員）、５続柄（申請者・世帯員）、６世帯番

号、７申告の有無、８均等割区分、９市民税均等割

額、10支給区分（申請者・世帯員）、11送付先、12振

込口座、13電話番号 

記録範囲 
基準日（令和５年12月１日時点）において多治見市に

住民登録のある者 

記録情報の収集方法 
職権調査による市民課などからの情報や本人から提出

される申請書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 無 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）多治見市企画部企画防災課 

（所在地）〒507-8703 

     岐阜県多治見市日ノ出町２丁目15番地 



令和６年８月現在 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） ☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

 

行政機関等匿名加工情報の概
要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

 

備   考 ― 

 

  



令和６年８月現在 

個人情報ファイル簿（単票） 

1-3-9 

個人情報ファイルの名称 
物価高騰対策給付金（住民税均等割のみ課税世帯分）

支給台帳 

行政機関等の名称 多治見市長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

企画部企画防災課 

個人情報ファイルの利用目的 
物価高騰対策給付金（住民税均等割のみ課税世帯分）

支給のため 

記録項目 

１氏名（申請者・世帯員）、２性別（申請者・世帯

員）、３住所（申請者・世帯員）、４生年月日（申請

者・世帯員）、５続柄（申請者・世帯員）、６世帯番

号、７申告の有無、８均等割区分、９市民税均等割

額、10市民税所得割額、11１月１日基本台帳有無、12

支給区分（申請者・世帯員）、13送付先、14振込口

座、15電話番号 

記録範囲 
基準日（令和５年12月１日時点）において多治見市に

住民登録のある者 

記録情報の収集方法 
職権調査による市民課などからの情報や本人から提出

される申請書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 無 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）多治見市企画部企画防災課 

（所在地）〒507-8703 

     岐阜県多治見市日ノ出町２丁目15番地 



令和６年８月現在 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） ☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

 

行政機関等匿名加工情報の概
要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

 

備   考 ― 

 

  



令和６年８月現在 

個人情報ファイル簿（単票） 

1-3-10 

個人情報ファイルの名称 物価高騰対策給付金（こども加算分）支給台帳 

行政機関等の名称 多治見市長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

企画部企画防災課 

個人情報ファイルの利用目的 物価高騰対策給付金（こども加算分）支給のため 

記録項目 

１氏名（申請者・世帯員）、２性別（申請者・世帯

員）、３住所（申請者・世帯員）、４生年月日（申請

者・世帯員）、５続柄（申請者・世帯員）、６世帯番

号、７申告の有無、８均等割区分、９市民税均等割

額、10市民税所得割額、11１月１日基本台帳有無、12

支給区分（申請者・世帯員）、13送付先、14振込口

座、15電話番号 

記録範囲 
基準日（令和５年12月１日時点）において多治見市に

住民登録のある者 

記録情報の収集方法 
職権調査による市民課などからの情報や本人から提出

される申請書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 無 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）多治見市企画部企画防災課 

（所在地）〒507-8703 

     岐阜県多治見市日ノ出町２丁目15番地 



令和６年８月現在 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） ☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

 

行政機関等匿名加工情報の概
要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

 

備   考 ― 

 

  



令和６年８月現在 

個人情報ファイル簿（単票） 

1-3-11 

個人情報ファイルの名称 
令和６年度低所得者支援及び定額減税補足給付金支給

台帳 

行政機関等の名称 多治見市長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

企画部企画防災課 

個人情報ファイルの利用目的 
令和６年度低所得者支援及び定額減税補足給付金支給

のため 

記録項目 

１氏名（申請者・世帯員）、２性別（申請者・世帯

員）、３住所（申請者・世帯員）、４生年月日（申請

者・世帯員）、５続柄（申請者・世帯員）、６住民

日、７消除日、８実定日、９死亡日、10支給区分（申

請者・世帯員）、11送付先、15振込口座、16電話番号 

記録範囲 
基準日（令和６年６月17日時点において多治見市に住

民登録のある者 

記録情報の収集方法 
職権調査による市民課などからの情報や本人から提出

される申請書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 無 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）多治見市企画部企画防災課 

（所在地）〒507-8703 

     岐阜県多治見市日ノ出町２丁目15番地 



令和６年８月現在 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） ☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

 

行政機関等匿名加工情報の概
要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

 

備   考 ― 

 

  



令和６年８月現在 

個人情報ファイル簿（単票） 

1-3-12 

個人情報ファイルの名称 
物価高騰対策給付金（令和６年度新たな住民税非課税

等世帯分）支給台帳 

行政機関等の名称 多治見市長 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

企画部企画防災課 

個人情報ファイルの利用目的 
物価高騰対策給付金（令和６年度新たな住民税非課税

等世帯分）支給のため 

記録項目 

１氏名（申請者・世帯員）、２性別（申請者・世帯

員）、３住所（申請者・世帯員）、４生年月日（申請

者・世帯員）、５続柄（申請者・世帯員）、６世帯番

号、７申告の有無、８均等割区分、９市民税均等割

額、10支給区分（申請者・世帯員）、11送付先、12振

込口座、13電話番号 

記録範囲 
基準日（令和６年６月３日時点）において多治見市に

住民登録のある者 

記録情報の収集方法 
職権調査による市民課などからの情報や本人から提出

される申請書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 無 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）多治見市企画部企画防災課 

（所在地）〒507-8703 

     岐阜県多治見市日ノ出町２丁目15番地 



令和６年８月現在 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） ☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

 

行政機関等匿名加工情報の概
要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

 

備   考 ― 

 

 


